
四日市市上下水道局管理規程第７号  

 四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。 

  令和元年  １０月  １日  

             四日市市上下水道事業管理者   山本  勝久  

 

   四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程  

四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年四日市市水道局管理

規程第２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

第２章 指定給水装置工事事業者の指定

等 

 

（指定の申請） 

第２章 指定給水装置工事業者の指定等 

 

 

（指定の申請） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の申請書には、次の書類を添え

なければならない。 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の申請書には、次の書類を添え

なければならない。 

(1) 次条第１項第３号のアからカまで

のいずれにも該当しない者である

ことを誓約する書類 

(2) （略） 

４ （略） 

(1) 次条第１項第３号のアからオまで

のいずれにも該当しない者である

ことを誓約する書類 

(2) （略） 

４ （略） 

 

（指定の基準） 

第５条 管理者は、前条第１項の指定の

申請をした者が次の各号のいずれにも

適合していると認めるときは、同項の

指定するものとする。 

(1)及び(2) （略） 

（指定の基準） 

第５条 管理者は、前条第１項の指定の

申請をした者が次の各号のいずれにも

適合していると認めるときは、同項の

指定するものとする。 

(1)及び(2) （略） 



(3) 次のいずれにも該当しない者であ

ること。 

 ア 心身の故障により給水装置工事の

事業を適正に行うことができない者

として厚生労働省令で定めるもの 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権

を得ない者 

ウ （略） 

エ （略） 

オ （略） 

カ 法人であって、その役員のうちに

アからオまでのいずれかに該当する

者があるもの 

 

（指定の更新） 

第５条の２ 前条第１項の指定は、５年

ごとにその更新を受けなければ、その

期間の経過によって、その効力を失

う。 

２ 前項の更新の申請があった場合にお

いて、同項の期間（以下、この項及び

次項において「指定の有効期間」とい

う。）の満了の日までにその申請に対

する決定がなされないときは、従前の

指定は、指定の有効期間の満了後もそ

の決定がされるまでの間は、なおその

効力を有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新が

されたときは、その指定の有効期間

は、従前の指定の有効期間の満了の日

の翌日から起算するものとする。 

４ 前２条の規定は、第１項の指定の更

(3) 次のいずれにも該当しない者であ

ること。 

 ア 成年被後見人若しくは被保佐人又

は破産者で復権を得ないもの 

 

 

 

イ （略） 

ウ （略） 

エ （略） 

オ 法人であって、その役員のうちに

アからエまでのいずれかに該当する

者があるもの 

 

 



新について準用する。 

（指定工事業者証の交付等） 

第６条 管理者は、第５条第１項の指定

を行ったときは、速やかに指定工事業

者に四日市市上下水道局指定給水装置

工事事業者証（以下「指定工事業者

証」という。）を交付する。この場合

において、指定工事業者（前条第１項

の指定の更新を受けた者に限る。）

は、既に交付を受けている指定工事業

者証を返納しなければならない。 

２から４まで （略） 

５ 指定工事業者証を汚損した指定工事

業者が指定工事業者証の再交付を受け

ようとするときは、届出の際に、当該

汚損した指定工事業者証を管理者に返

納しなければならない。 

６ 指定工事業者は、指定工事業者証の

再交付を受けた後、紛失した指定工事

業者証を発見したときは、直ちにこれ

を管理者に返納しなければならない。 

 

（変更等の届出） 

第７条 （略） 

２ 前項の規定により変更の届出をしよ

うとする者は、変更のあった日から３

０日以内に施行規則に定められた様式

第１０による届出書に次の書類を添え

（指定工事業者証の交付） 

第６条 管理者は、第４条第１項の指定

を行ったときは、速やかに指定工事業

者に四日市市上下水道局指定給水装置

工事事業者証（以下「指定工事業者

証」という。）を交付する。 

 

 

 

 

２から４まで （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更等の届出） 

第７条 （略） 

２ 前項の規定により変更の届出をしよ

うとする者は、変更のあった日から３

０日以内に施行規則に定められた様式

第１０による届出書に次の書類を添え



て管理者に提出しなければならない。 

(1) （略）  

(2) 前項第３号に掲げる事項の変更の

場合には、施行規則に定められてい

る様式第２による第５条第３号アか

らカまでのいずれにも該当しない者

であることを誓約する書類及び登記

事項証明書 

３ （略） 

 

（指定の取消し） 

第８条 管理者は、指定工事業者が次の

各号のいずれかに該当するときは、第

５条第１項の指定を取消すことができ

る。 

(1) 不正の手段により第５条第１項の

指定を受けたとき。 

(2)から(8)まで （略） 

 

（指定等の公示） 

第１０条 次の各号に該当するときは、

その都度四日市市公報に掲載して公示

する。 

(1) 第５条の規定により指定工事業者

を指定したとき。 

(2)から(4)まで （略） 

 

（主任技術者の選任等） 

第１２条 指定工事業者は、第５条第１

項の指定を受けた日から１４日以内

に、事業所ごとに、主任技術者を選任

し、管理者に届け出なければならな

て管理者に提出しなければならない。 

(1) （略）  

(2) 前項第３号に掲げる事項の変更の

場合には、施行規則に定められてい

る様式第２による第５条第３号アか

らオまでのいずれにも該当しない者

であることを誓約する書類及び登記

事項証明書 

３ （略） 

 

（指定の取消し） 

第８条 管理者は、指定工事業者が次の

各号のいずれかに該当するときは、第

４条第１項の指定を取消すことができ

る。 

(1) 不正の手段により第４条第１項の

指定を受けたとき。 

(2)から(8)まで （略） 

 

（指定等の公示） 

第１０条 次の各号に該当するときは、

その都度四日市市公報に掲載して公示

する。 

(1) 第４条の規定により指定工事業者

を指定したとき。 

(2)から(4)まで （略） 

 

（主任技術者の選任等） 

第１２条 指定工事業者は、第４条第１

項の指定を受けた日から１４日以内

に、事業所ごとに、主任技術者を選任

し、管理者に届け出なければならな



い。 

２から４まで （略） 

 

第４章 指定給水装置工事事業者の義務 

い。 

２から４まで （略） 

 

第４章 指定給水装置工事業者の義務 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和元年１０月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に第５条第１項の指定を受けている者のこの規程の施行

の日後の最初のこの規程による改正後の規程第５条の２第１項の指定の更新につい

ては、同項中「５年」とあるのは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る期間とする。 

  (1)  規程第５条第１項の指定を受けた日（以下、この項において「指定を受けた

日」という。）が平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日までの間であ

る場合 １年 

(2)  指定を受けた日が平成１１年４月１日から平成１５年３月３１日までの間で

ある場合 ２年 

(3)  指定を受けた日が平成１５年４月１日から平成１９年３月３１日までの間で

ある場合 ３年 

(4)  指定を受けた日が平成１９年４月１日から平成２５年３月３１日までの間で

ある場合 ４年 

(5)  指定を受けた日が平成２５年４月１日から令和元年９月３０日までの間であ

る場合 ５年 

 

 

                     （上下水道局管理部お客様センター） 

 


